
公布された規則のあらまし

◇知事の権限の一部を保健所長に委任する規則及び知事の権限の一部を食肉衛生検査所長に委任する規則の

一部を改正する規則

１ 改正の理由及び内容

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正に伴い、次の規則について引用している条項を改

めました。

(1) 知事の権限の一部を保健所長に委任する規則

(2) 知事の権限の一部を食肉衛生検査所長に委任する規則

２ 施行期日

この規則は、公布の日から施行することとしました。


